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個人情報の保護に関する規則 

 

 

 

   第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は､昭和女子大学光葉同窓会（以下「同窓会」という）が保有する個人情

報の取扱いについて、その収集､保管､使用の基本的な指針を定めることにより､同窓会が

保有する個人情報を保護することを目的とする｡ 

 

（定 義） 

第２条 この規則において｢個人情報｣とは、同窓会員（以下「会員」という）の個人に関す

る情報で､当該情報に含まれる氏名､住所その他の記述により特定の個人を識別すること

ができるもの（外の情報と容易に照合することができ､それにより特定の個人を識別する

ことができるものを含む）をいう。 

２ 前項の個人情報は、紙に記入又は印刷されたものの外､コンピューター等により処理さ

れ又は保存されているものを含むものとする。 

 

（適用除外） 

第３条 次にあげる個人情報は､この規則のすべての条項について適用しない。 

（１）出版物又は既に報道されたもの 

 （２）法令等に基づく場合 

 

 

   第２章 個人情報管理者 

 

（個人情報管理者） 

第４条 同窓会は､個人情報を適切に管理するために､光葉同窓会会長（以下｢会長」とい 

う）を個人情報管理者（以下「管理者」という）とする。 

 

（管理者の責務） 

第５条 管理者は、所轄する業務の範囲における個人情報の収集､保管及び管理について､ 

 この規則に基づいて処理しなければならない。 

 

（個人情報取扱者の義務） 

第６条 個人情報を取り扱う者は、管理者の指示又は承認に基づいて個人情報を取り扱わな

ければならない。 
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第３章 個人情報の収集 

 

（収集の方法及び制限） 

第７条 個人情報の収集は､同窓会が業務上直接行うものと昭和女子大学が保有する個人情

報から共同利用によるものとする｡ 

２ 個人情報は、同窓会活動及び運営のための業務に必要な範囲とし､個人情報の当該者（以

下｢本人｣という）から、収集及び利用目的についてできる限り特定し、本人の同意を得た

上で適正かつ公正な手段によって収集されなければならない。 

３ 同窓会は、個人情報の収集に際して、思想､信条及び宗教に関する事項並びに社会的差

別の原因となる事項について配慮しなければならない。 

 

（同意の方法） 

第８条 会員本人の同意に関して次の各号のいずれかに該当する場合は､本人が同意したも

のとみなす。 

 （１）個人情報を記載する所定の用紙、電子媒体の様式及びホームページなどに収集及び

利用目的を明記した上で、会員本人が個人情報を提供した場合 

 （２）会員本人の意志により、口頭及び電話等での情報提供がなされた場合 

 

 

  第４章 個人情報の利用及び提供 

 

（利用及び提供の制限） 

第９条 管理者は､保有する個人情報を収集した目的以外に利用し、又は提供してはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

 （１）本人の同意があるとき 

 （２）法令に基づく場合 

（３）人の命､身体又は財産の保護のために必要な場合であって､本人の同意を得ること 

   が困難であるとき 

（４）その他会長が必要かつ相当な理由があると認めたとき 

２ 前項第３号を適用して個人情報を使用した場合は、事後に会長の承認を得るものとする。 

 

 

第５章 個人情報の管理等 

 

（適正管理） 

第10条 管理者は、個人情報の安全保護及び正確性の維持のため､次の各号の事項につい 

て、適正な措置を講じなければならない｡ 

 （１）紛失、改ざん、漏洩、破壊その他の事故の防止 

 （２）個人情報の正確性及び最新性の維持 

 （３）不要となった個人情報の廃棄又は消去 
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（外部への持ち出し制限） 

第11条 同窓会は､個人情報を外部へ持ち出してはならない。ただし、個人情報を使用する

業務を外部に委託するときは、委託先と安全管理が図られるよう、守秘義務の管理及び監

督を含む契約を結ばなければならない。 

２ 前項にかかわらず、正当な理由により個人情報が同窓会活動及び業務の遂行に必要な場

合は、外部持ち出し制限の適用除外とすることができる。ただし、管理者の同意を要する。 

 

 

第６章 第三者提供の制限 

 

（第三者提供の制限） 

第12条 同窓会は、あらかじめ本人の同意を得ないで､個人情報を第三者に提供してはなら

ない。 

 

（第三者提供の適用除外） 

第13条 第三者提供に関して、個人情報を共同して利用する特定の者は、第三者に該当しな

いものとする。ただし、共同利用の範囲、利用する個人情報の種類、利用目的、責任者の

名称などを、あらかじめ通知するか、本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 

 

 

   第７章 個人情報の開示及び訂正の申請等 

 

（個人情報の開示） 

第14条 本人は、自己に関する個人情報の開示を請求することができる。 

２ 前項に定める請求は､本人であることを明らかにし､請求に必要な事項を明記した文

書を､管理者宛に提出するものとする｡ 

３ 開示の請求を受けたときは、管理者は､これを開示しなければならない｡ただし、開示

することが相当でない場合には、その理由を付してその個人情報を開示しないことがあ

る。 

 

（個人情報の訂正又は削除） 

第15条 本人は､自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは､管理者に対

し､その訂正又は削除を請求することができる。 

２ 前項に定める請求を受けたときは、速やかに必要な措置を講じ、結果を本人に通知し

なければならない。ただし、訂正又は削除に応じられないときは、その理由を付して通

知するものとする。 

 

（不要情報の処理） 

第1６条 同窓会は、保有する必要がなくなった個人情報を､確実かつ速やかに廃棄又は消

去するものとする。 



 4 

（不服の申立て） 

第1７条 本人は､自己に関する個人情報の開示､訂正又は削除の請求に基づいてなされた

措置に不服がある場合は､本人であることを明らかにして､管理者に対し､不服の申立て

を行うことができる｡ 

２ 管理者は､前項による不服の申立てを受けたときには、速やかにその結果を文書によ 

り本人に通知しなければならない。 

 

 

第８章 雑 則 

 

（細則への委任） 

第18条 会長は、この規程を施行するために必要な細則を定めることができる。ただし、

少なくとも個人情報として取り扱う項目について明記しなければならない。 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 


